
〈第3パ ネル 〉

調整 され た市場経済 におけ るジェ ンダー と雇用保護 の終焉:

ドイツ ・日本 の比較研 究　　　 カ レン ・シャイア

‘主婦制度'と‘市場専制':

GMS企 業の労務 管理 を通 じてみた 日韓非正規 労働市場 金 英
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キム ・ヒ ョウジン:第3パ ネル では、

韓 国女性政策研 究院の金栄玉博士に司会

をお願 い します。発表者は、デュースブ

ル ク ・エ ッセ ン大学比較社会学及び 日本

社会学科のカ レン ・シャイア教授 と釜 山

大学社会学科の金英教授 をお迎え してお

ります。討論 としま しては、韓国労働研

究院の張芝延(チ ャン ・ジ ョン)博 士を

お迎え してお ります。

金 栄 玉:こ ん に ち は。 最 後 の 第3パ ネ

ル の 司会 を仰せ つ か りま した 金栄 玉(キ

ム ・ヨンオ ク)と 申 します 。

今 まで は ウォ ー ミン グア ップ で 、第3パ

ネ ル が本格 的 な議 論 で はない か と思 い ま

す 。前 パ ネル で は、貧 困、 家 族、 社会 不

平 等、 育児 、保 育 とい うテー マ で発 表 し

て い た だ き ま した 。 この 第3パ ネ ル で

は、労働 問題、そ して雇用政策 と関連 し

て最近の変化について注 目してみたい と

思います。

今 日、非常 に興味深い2本 のペーパー

が用意 されています。内容 を読 ませてい

ただきま したが、非常 に新 しい用語 もた

くさん出ています し、 とても興味深い と

思いま した。 こちらにお られます皆 さん

に と りま して も、決 して失望 させ ない

ペーパーだ と思います。 このペーパーの

発表 を伺 い、 張芝延 博 士の討論 を承 っ

て、フロアの皆 さんにも質問の機会を差

し上げたい と思います。

それ で は、第1ス ピー カー はカ レン ・

シャイア教授にお願い します。 「調整 さ

れた市場経済におけるジェンダー と雇用

保護 の終焉:ド イツ ・日本の比較研究」

とい うタイ トルです。
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調整された市場経済におけるジェンダーと雇用保護の終焉：

ドイツ ・日本の比較研究

カ レン ・シ ャイ ア

ご紹介あ りが とうございます。 ソウル

に来たのは初めてです。そ してまた、こ

のよ うにソウル大学に来たのも初 めてで

す。今回、 日韓両国の研究所や研究チー

ムがスポ ンサーになって 日本研究所で会

議 を開催 していることに大変感銘 を受 け

ま した。例 えば ドイ ツや ヨー ロ ッパで

は、 日本の研究 といえば普通、 日本 の芸

術、 日本の美術や非常に古い時代の歴史

に関す る研究です。 でも、 このよ うに社

会学者が大勢集まって 日本の社会科学 に

ついて研究 してい ることに感銘 を受 けま

した。

1.な ぜ 日独 比較 か

私 は 地 域 ご と に言 及 した い と思 い ま

す 。 ドイ ツ と 日本 の比較 につ い て今 日は

お話 し申 し上 げます 。実 際 に この よ うに

2つ の 国 を比 べ てみ る の は、 よ くあ る こ

とで は あ りませ ん。 この2つ の 国 は伝 統

的 に、 歴 史 的に か な り類似 して い る と言

えます 。60年 代 の末 、バ リン トン ・ムー

アBarrington　 Moore、 あるい は ライ ンハ

ル ト ・ベ ンデ ィ クスReinhard　 Bendixの よ

うな社 会 学者 が、 ドイ ツ と 日本 の比較 を

しま した。 ドイ ツ と日本 の場合 は、保 守

的 な近 代化 の過 程 を経 た 国だ とい うこ と

で す。 第2次 世 界 大 戦 以前 ま で は ほ とん

どの先進 国、 ほ とん どの近 代 国家 が、 同

じ方 向 に発 展 して い た と考 え られ ま し

た。 しか し、バ リン トン ・ム ー アは、 ド

イ ツ と 日本 は ほか の 国 とは違 う過程 を経

験 した とい う主張 を しま した。

2.資 本主義の多様性 、生活保 障システ

ムの多様性

もう少 し深みのある多様な資本主義の

体制について比較 してみま しょう。 ドイ

ツ と日本はお互い類似 した資本主義の諸

制度を持 っていると言えます。つま り、

純粋な市場主義的な資本主義 のシステム

ではな く、 自由主義的ではない、社会的

な傾向の強い制度 を営んできたと言 えま

す。

90年 代に入 り、 ドイツ と日本に関す る

新 しい比較の文献が登場 しま した。 この

ケースも資本主義の多様性論 と関連があ

ります。社会政策 と関連 した フェ ミニス

トの批評 において、 ドイツ と日本が しば

しば登場 します。 このよ うな文献 を見て

みます と、 この2つ の国が 「男性稼 ぎ主

モデル」 に近い社会 である と主張 してい

ます。資本主義の多様性、ジェンダー ・

レジーム、そ して大沢真理教授が より正

確 に生活保障システム(LSS)と 呼 よぶ も

のなどについてお話をしたい と思います。
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2.1　雇用保護 と調整 された資本主義

ドイ ツと日本 では、期間の定めのない

常勤の(パ ーマネ ン ト)労 働者 に対 して

高 い レベル の雇 用保護 が施 され てい ま

す。OECDな どの尺度でみます と、正規

雇用者 の解雇に対 して厳 しい制約が存在

します。過去10年 間、労働市場の規制緩

和がかな り進んだ中、 ドイツ と日本では

解雇に対する保護 の制度が維持 されてい

ます。OECDは む しろ解雇 か らの保護 を

解消す るよ う推 奨 してい るのですが。私

の報告 は、雇用保護の終焉 とい うテーマ

になっていますが、まだ解雇か らの保護

は残っていて、解雇は容易ではあ りませ

ん。

このよ うな雇 用保護 は、非正規職、特

に雇用期間が定め られた有期 の(テ ンポ

ラリー)職 、派遣職についてはかな り弱

体化 されています。両国とも、有期職 が

正規職 を代替 してい るとい う観点があ り

ます。 も う一方では、有期職 のおかげで

柔軟性 が強化 され、維持 されているとい

う主張 もあ ります。 こんにちこのよ うな

複数の観点が存在 し、いまだに論争は続

いています。

一方 では
、非正規職 が登場す ることに

よって、 中核 に正規職 があ り、周辺 に非

正規の職があるとい うことになって、二

重 化 され てい ます。周 辺が あ るこ とに

よって、 中核 の正規職 が守 られてい ま

す。最近の世界金融危機以前 までは、 こ

のよ うな観点 に同意する人が大勢いま し

た。

2つ 目の観 点 は、 最 近 も っ と有 力 に

なっていますが、私 もこの ような観点で

研究 してお ります。何 かとい うと、有期

職 がコアの正規職 を代替 してい るとい う

ことです。雇用保護 が提供 されている調

整 された市場経済を脅か しているとい う

ことです。複雑 な要素が存在す るのは事

実です。

これ と関連 して、いろいろな要素の中

で もジェンダーについてお話 しいた しま

す。 ジェンダーだけでなく、階級間の違

い も存在 します。詳細 にはお話 ししませ

んが、非標準的な労働者が正規の保護 さ

れた労働者 を代替するのか、保護す るの

か。それを見てみます と、い ろいろな要

素 を考慮 しなければな らない とい うこと

にな ります。

ジェンダーによる区分が重要なのは、

先ほ どお話 ししま したよ うに、 ドイツ と

日本は両方 とも 「男性稼 ぎ主」モデル を

長い期間維持 してきま した。その理由の

1つ は、2つ の国は過去10年 間 に、強固な

「男性稼ぎ主」モデル に政策的な変更を

行 うことに失敗 して きたか らです。それ

でジェンダーの影響はかつてなく大 きく

なっています。

一方では
、矛盾 に近い方向に向かって

いると言えますが、 日本 も ドイツも雇用

機会均等の制度を少な くとも書面上は整

えま した。それだけでなく、文化や女性

の価値観 もかな り変わ りま した。多 くの

女性 が高等教育を受けるよ うにな りま し

た。また、女性 が雇用 に対す る態度 を随

分変えてきま した。その意味では、正規

職の女性が もっと多 くてもいいのではな

いか とい うことを考えた りも しますが、

まだ この よ うな現象 は発 生 していませ

ん。

本 日私が強調 したい逆説 とい うのは、

ジェンダー ・レジーム と多様な資本主義

の間に結託(collusion)が あ り、雇用 の
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規制緩和 とジェンダー平等のための規制

の問にも結託があることです。現在、女

性 に とって、歴史上いかなるときよりも

雇用市場 において多 くの進展があるべ き

ですが、そ うではなかった とい うことを

お話 ししたい と思います。

日本 と ドイツでは、着々 と有期雇用の

規制緩和が進 められま した。特 に焦点を

当てたいのは、現在浮上 しつつある雇用

リスクのジェンダー次元です。 自由主義

的市場経済 とは違い、 日本や ドイツは調

整 された市場、調整 された資本主義だ と

言 えます。両国の調整 された資本主義で

は、長期の雇用が社会全体 として選好 さ

れ ることか ら、近年に至 るまで有期の労

働者 の充 当が労働法によって厳格 に制限

されてきま した。

今 日の比較分析 は、有期職の規制 と規

制緩 和が どの よ うに進 め られ てきた の

か、有期雇用の中のジェンダー不平等の

若干の側面に照明をあて、雇用 レジーム

とジェンダー ・レジームとが結託するあ

り方、そのなかで リスク、特 に雇用 リス

クが個人化 してきた様子を、お話 しした

い と思います。

時間の関係上、詳細 にはお話 し申し上

げませんが、ペーパー に詳細な内容 がご

ざいます ので 幾つか比較 して、 まずは

1970年 代における有期職 の登場 について

お話 しします。すでに1960年 代 に、 ドイ

ツと日本 では、派遣会社が大変類似 した

形で登場 しま した。外資系の企業が両国

に進出 し、オフィスを構 えて ビジネ スを

展開す るようにな りま した。

例 えばILO(国 際労働機 関)の 条約や

既存の労働 法の もとで、 この国ではこの

ときまで有期労働 がある意味では禁 じら

れ た領域 となっていま した。 にもかかわ

らず外資系の企業が入ってきて、 ビジネ

スを展開 したのは興味深い ことであ りま

す。 ドイ ツの場合 はスイスの企業が、 日

本 の場合はアメ リカの企業が、それぞれ

62年 に入ってきて人材派遣会社 をつ くり

ま した。既存 の労働 法 ・労働規制に正面

か ら挑戦 したわけです。

反応 は両国で違いま した。 これ らの企

業 は、初期段階では事務職 の労働力の供

給 に力 を入れてお り、女性 労働力を供給

してい ま した。 しか し、 ドイ ツの場合

は、人材派遣会社 に訴訟が提起 されて裁

判 ざたになったこともあって、1970年 代

に入る と人材派遣会社 を中心 に厳 しい規

制が登場 しま した。そのため、ある程度

定着す ることはできま したが、事業 を拡

大するのは容易ではあ りませんで した。

日本の場合は、人材派遣会社が容認 さ

れま した。女性 の事務職労働者 の供給 に

ポイン トを置いて、男性労働 力にまで拡

大 しま した。 しか し、男性 の有期職 の場

合は、ほかの形で も存在 します。構内請

負 とい う形で、男性 の有期職 がほ とん ど

で したが、法律 的に は グ レー ゾー ンに

なっていた部分です。 このよ うな有期職

も存在 しましたので、ほかの形 の有期職

は必要 ない とい うのが 日本 の状況 で し

た。オイル ショック、経済危機 を経て、

特に 日本では製造業部門で構 内下請 の男

性 の需要が高ま りま した。

ドイ ツの場合 は、規制 の1つ が雇用期

間 と派遣期間の同期化 を禁 じるもので し

た。大変複雑 な名前ですが、 同期化禁止

の 目的が何か とい うと、人材派遣会社 に

雇用 された人が人材派遣会社の正規職 の

よ うな位 置を占めることがで きるとい う
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ことです。つま り、派遣労働者が実際は

派遣 されない としても、人材派遣会社 か

らサ ラ リー を受 け るこ とが できた ので

す。そ うすることによって、人材派遣会

社 の拡散 をある程度抑制す る効果 があ り

ま した。

ドイツでは、 この後2004年 まで追加 的

な規制緩和はあ りませんで した。 ささい

な規制 はあ りま したが、その内容 につき

ま しては後でお話 しします。

今 日は 日本研究所で この よ うに会議を

してお ります ので、 日本 の状 況 につ い

て、 日本 の有期職 と関連 してお話 ししま

す。1986年 までは有期職 に対 して別途な

規制はあ りませんで した。それ をただ容

認 していま した。 しか し、構内請負 がふ

え、 一方 では ホ ワイ トカ ラー職 のME

(マイ クロ ・エ レク トロニ ック)革 命 に

伴って、有期 の女性事務職労働者に対す

る需要が高ま ります。規制が必要だ とい

う合意が生まれ、86年 に規制が登場 しま

した。

これ と関連 して も う少 しお話 しします

と、有期職、派遣職 とい うのは、その前

の段階でかな り異質的な様相 を帯びてい

ま した。86年 に請負労働 を念頭 に置いた

規制 が登場 して、派遣労働 を専門的な職

と定義 しま した。 ソフ トウェアのような

高熟練の人材が不足 しているときに活用

で きるとい うことで、派遣す るとい うも

のです。またテ レビ番組や映画製作のよ

うなプロジェク トベースの仕事に使 うも

のです。一方では、熟練度が中 くらいの

レベル、あるいは低熟練の事務職 も含ま

れていま した。

1986年 の労働者派遣法は許可制(ポ ジ

テ ィブ リス ト)で 、派遣が許可 される職

種の数は13で した。90年 の改正で16、96

年改正で26、 そ して、99年 改正で包括制

(ネガテ ィブ リス ト)に 変わ りま した。

この間、事務職 は一貫 して含 まれ ていま

した。

実際にはその前か ら異なる有期職がい

た と言 えます。それは何か とい うと、登

録型です。派遣の仕事があるたびに仕事

に出かけるとい うことです。 も う1つ は

常用型です。派遣会社に雇用 されて派遣

され な くて も賃金 を も ら うとい う形 で

す。

このよ うな場合 も常用型は男性が中心

で、登録型の場合 は3分 の2か ら80%が 女

性 で、他方で雇用保護が提供 され る領域

は男性 がメインで、雇用保護 が低い場合

は女性 が多い とい う、二元化の現象をこ

こで見ることができます。

80年 代の末に入って、特定派遣 とい う

タイプが登場 します。 これは、先ほ どお

話 ししたよ うな専門化 された職種で男性

が リー ドしています。そのほか一般派遣

があ ります。それは登録型の派遣 と類似

したもので、女性がメインです。

あま りお もしろくない話 に時間を使っ

ている理 由は、 このよ うに派遣 が異質的

で、 しかもジェンダー化 されてお り、そ

の規制緩和の仕方 も重要だか らです。 ド

イツも類似 したケー スがあ りますが、時

間の関係上 ドイツについてはお話 ししま

せん。

2.2雇 用 の規制緩和 と男性稼 ぎ主型の雇

用 レジーム

次 は、派遣の規制緩和について も う少

しお話 しします。派遣会社は、1960年 代

に ドイツ と日本 に進 出 したとい う話 を し
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ま した。1970年 代 に入 って、 ドイツでは

規制が登場 します。 日本 ではある程度容

認 され、80年 代 に入 ってか ら規制が登場

します。90年 代 に入 ってか ら、両国 とも

規制緩和が行われます。

規制 を緩和す る理 由は同 じで した。両

国 を襲 った2つ のシ ョックです。 ドイ ツ

の場合は、1989年 に ドイツが統一 され、

東独出身の労働者を西 ドイ ツの市場経済

に編入す る とい うシ ョックが起 きま し

た。 日本 は、経済バブル の破綻 によって

失業が急増する とい うシ ョックです。

80年 代の半ばか ら90年 代の末まで進め

られた規制緩和は、 ある意味では男性の

労働市場 の問題 を解決す るためだった と

言 え ま す 。 先 ほ どお 話 し した2つ の

シ ョックを経て男性の失業率が急増 した

ので、 この問題 を解決す るために規制緩

和が進 められた と言 えます。

規制緩 和の プ ロセスで も う1つ の特徴

は、労働界は80年 代 までは規制 にある程

度参加 していま したが、90年 代 に入 って

政策立案の過程で労働界 は除外 された こ

とです。 日本の場合、 この問題は労働省

の審議会ではな く総理府の行政改革委員

会 に シフ トされ ま した。 ドイ ツの場合

も、労使政の交渉 が70年 代、80年 代まで

労働 問題 を主導 していま したが、90年 代

に入ってか らは社民党政府 がつ くった委

員会に移管 されま した。公共職業紹介 の

問題 を取 り扱 うた めに設 置 され た もの

で、ハルツ委員会 といいま した。ハル ツ

委員会 には労働界 はほ とん ど参加 しませ

んで した。

両国の も う1つ の特徴 は、経 営側 が協

力的に参加 した とい うことです。 この委

員会で、派遣労働 に関す る規制緩和が進

められま した。 ドイツの雇用期間の同期

化の規制緩和が行 われ、 日本の場合 はポ

ジテ ィブ リス トが変 わ りネガティブ リス

トにな りま した。製造業務 と建設業務で

は派遣 労働者 を活用す るのを禁 じていま

したが、その後製造業務では可能にな り

ま した。

人材派遣会社の設立に関す る規制が90

年代後半か ら撤廃 されま した。後で図で

お示 しします が、 この ように して派遣会

社 の設立の規制が どん どんな くな り、派

遣会社はふ えていま した。

それ でも、産業 レベルや企業 レベルで

一定の規制があ りま した。それで純粋に

アメ リカ型、 ない しはイ ギ リス型 の派遣

よりは、 よかった といえます。 ドイ ツで

は派遣業 も団体交渉の もとに置かれ るよ

うにな りま した し、99%の 派遣労働者が

団体交渉 を通 じて契約 を結んでお り、 こ

れ は ドイ ツの標準の割合 よ りももっ と高

いものです。 しか し見逃 してならないの

は、派遣契約 の賃金 の幅が非 常に大 き

く、公式の組合契約で も7ユ ーロか ら15

ユーロまでと、2倍 です。

も う1つ は、 ドイ ツで は昔か らのこ と

ですが労働組合間の競争が激 しく、労働

組合 がお 互い に競争 しなが ら賃金 が6

ユー ロやそれ以下まで下がってい く現象

があ ります。 ドイ ツには最低賃金制度が

あ りませんので。

日本の場合は、先ほ ど常用型の雇用が

あるとお話 し申し上げま したが、 このよ

うな場合 は単純 に非正規職 とい うよ り

は、正規の派遣職みたいな感 じになって

います。 これに対 して登録型は有期 の中

の有期 で、 この区別 は重要 と思います。

しか し、 昨年 の経 済危機 の状況 下で
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は、 これ らの派遣労働 を規制す る方法の

いずれ も、維持できませんで した。

人材 派遣会社の設立に関する規制 が緩

和 された と申し上げま したが、2000年 以

降かな り会社 の数が増加 しま した。特に

日本 の場合は、パ ソナな どの重要な 企

業が 日本だけでな くアジア地域 にも進出

して活動するようにな りました。

ドイツの場合 は国外に進 出す る人材派

遣会社はほ とん どな く、オ ランダや スイ

ス、アメ リカの人材派遣会社が活躍 して

います。 このような会社は 日本 にも進 出

しま したが、 日本の会社があま りにも強

いので、外資系の会社 は大きな役割を果

たせ ません。

派遣労働者 も急速にふえています。詳

細 にはお話 ししませんが、規制緩和への

道 は並行 していま したが、 日本のほ うが

緩和の程度が深 く、劇的な変化があ りま

した。

3.有 期／ 派遣の規制緩和の 日独比較

両国の規制緩和のジェンダー的な側面

についてお話 しします。 ドイツでは、派

遣労働 の市場 にはまだ規制がかかってい

る状況です。 しか し団体交渉は、派遣労

働 の低位 の部分が低賃金 になるのを有効

に防止できていませ ん。男性 のほ うがま

だ多 く、過去20年 にわたって派遣の70%

を占めています。 日本は反対です。 日本

の派遣職 はほとん ど女性で、男性は25%

ぐらいです。 もっとも、 これは少ない数

字ではない と言 えます。

ドイツの場合は賃金率は、販売職の女

性に対 して製造職 の男性 が有利です。熟

練度 によって賃金を決めますが、た とえ

ば工場で何か重いものを持ってきて、 ど

こかに置 く。それ は男性の仕事であるこ

とが多 く、そのほ うが熟練度 は高い と見

るか らです 。産業部 門別 の違 い もあ る

し、性別の違い もあ り、いろいろな要素

で賃金 の違 いが発 生 してい る と思 いま

す。

日本 の場合 も賃金 の格差 は大 きいで

す。例えば、販売職 の派遣は時間当た り

1000円 、 ソフ トウェア開発の場合は時間

当た り2000円 ぐらい と、大 きな違いがあ

ります。そ こで平均賃金率 も女性の場合

は、男性 派遣 の60数%に しか な りませ

ん。男性 正規職 でな く男性派遣 の66%

で、派遣労働者間の賃金格差はかな り大

きい と言 えます。

そ して 先 ほどもお話 ししましたよう

に、派遣労働者 にも雇用保護 を提供す る

た めに両国 とも努力は しま したが、経済

危機 を通 じてあらわれ た現象は、派遣労

働 に対す る雇用保護 が結局は十分ではな

かった とい うことです。ハル ツ賃金委員

会 は保護に動いたのですが。経済危機 が

発生 し、一番初めに解雇 されたのは製造

業務の男性派遣で した。失業問題 の解決

のために規制緩和 を して導入 した雇用形

態 が、雇用保護 が弱い とい う結果 につな

が りま した。

先ほ ども申 し上 げま した ように、両国

の男性派遣 と女性派遣の賃金の格差は大

きいです。政策立案者 は、 これ を労働市

場 の問題 と して認識 して いない よ うで

す。最近になって経済危機 が発生 して、

政策立案者 の問に初めて、派遣労働が問

題 である、その規制を緩和 した ことが問

題 であるとい う対応が出ま した。 これを

問題だ と見てい る理由は、男性の労働市
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場問題であるか らです。そ して両国 とも

最初 の政策的対応は、男性派遣 を製造業

に戻そ うとい うもので したが、それは持

続可能でないのです。

ドイ ツの場合 は、経済危機 下の失業問

題を克服 しよ うとする主なメカニズム と

して、いわゆるワークシェア リングがあ

ります。人々が一定期間パー トタイムで

勤務す るが賃金 はフル に払い、雇用は維

持す るけれ ども労働時間を少な くしま し

た。 この ような制度 が、昨年中盤か ら派

遣にも適用 され ま した。派遣職 の労働者

を保護す るうえで大きなステ ップと考 え

られ ま した。 しか し、ほ とん どが製造業

職務の男性に限 られています。

日本の場合は、民主党が製造業で派遣

を禁止す る案を推進 していると聞 きま し

たが、成功するかど うかはも う少 し見守

らなければわか りません。 なぜ なら、会

社側 は反 対 してい るか らです。 ただ、

「年越 し派遣村」 に世間の注 目が集まっ

た状況で提起 されたので、早めの改正 も

不可能ではないかもしれませ ん。

4.ジ ェ ン ダー ・レジー ム 、 雇 用 レジー

ム と雇用 リスクの 個人 化

それでは最後 に、雇用保護 の終焉 と関

連 した不平等の複雑性についてお話 しし

たい と思います。1970年 代か らの規制の

時代 にも、性別格差が特に男性正規職 と

女性の非正規職 の間で大きく発生 しま し

た。90年 代 に入 ってか らは、非正規職の

内部 で も男女 間の格差 が発 生 していま

す。つま り性別 による雇用格差 あるいは

性別 による雇用不平等の座標系が、労働

市場の構造 とい う意味で、シフ トして き

た と言えます。

また 、 両国 の も う1つ の最 近 の特 徴

は、正規職の女性 が有期職 に代替 されや

す い とい うこ とです。特 に 日本 の場合

は、男性 の有期職 も増 えてい るといって

も、 ほとん どすべての職種 において女性

の正規職 を有期職 に代替す るような現象

が、90年 代か ら始ま り、今 もますます展

開 しています。

ドイツでもち ょうどこれが始 まった と

ころで、 関連 して1カ 月前 に大変重要な

ケースがあ りま した。1つ のデ ィスカ ウ

ン ト小売店で販売職 を全員解雇 して、派

遣会社を通 じて改めて彼 らを再雇用 しま

した。 これは 日本や ほかの国では80年 代

にあ らわれた現象ですが、 ドイツでもこ

の ような問題 が登場す るようになった と

い うことです。

も う1つ 、 ドイツでは相対的 に賃金が

高 く保護 もされているはずの派遣の男性

で も、まだ脆弱な状態にあるとい うこと

が、今回の経済危機 を通 じて現れた と思

います。 もちろん両国の労働市場で、賃

金低下 と正規雇用の代替は、女性の方が

はなはだ しいですが。 も う1つ は、 ドイ

ツの団体 交渉 も 日本 の常用型 の派遣職

も、男性派遣 を解雇か らきちん と保護で

きませ んで した。彼 らが女性派遣 よりは

恵まれていた としても、変化の総合的な

方向は、男女の双方 にとって、雇用保護

の終焉 であ り、 その影 響 は結 局女性 に

とっての方が厳 しいのです。以上です。

あ りが とうございま した。

金栄玉:あ りが とうございま した。 ド

イツのカ レン ・シャイア教授 よ り、典型

的な資本主義、つ ま り英米式資本主義で
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はなくて調整 された資本主義 とい う名の

もとで、 ドイツと 日本の特 に80年 代半ば

以降の労働市場 における規制緩和が非正

規職 に どの よ うな変化 を もた らしたの

か、そのプロセ スの中で男女が受 けた影

響の違いについて、発表 して くださいま

した。

そ れ で は 、 次 は韓 国 と 日本 の 比 較 で す

が、 「‘主 婦制 度'と ‘市 場 専制':GMS企

業 の労務 管 理 を通 じてみ た 日韓 非 正規 労

働 市 場」 とい うテ ーマ で金 英教 授 、お願

い いた します 。

90


